
【政策決定会議資料】子ども未来創造局生涯学習・市民活動室 

 

（仮称）西南生涯学習センターの整備に伴う条例改正について 

 

１ 改正の概要 

・西南公民館を建て替えて、新たに整備する（仮称）西南生涯学習セン

ターを多様化した生涯学習及び地域活動ニーズに対応する生涯学習セ

ンターとして設置する。 

・新たに設置する（仮称）西南生涯学習センターの各貸室の使用料を設

定する。 

 ・西南公民館の廃止に伴い、「箕面市立公民館条例」を廃止する。 

 

２ 各室の使用料の設定について 

・（仮称）西南生涯学習センターの使用料は、中央・東生涯学習センタ

ーの同等室の使用料をベースとしつつ、各室の機能やグレードを勘案

して設定する。 

 ・各室の使用料（案）は別紙資料１のとおり 

 ・なお 2階ギャラリーについても使用料を設定する。 

  （ギャラリーの仕様については資料 2のとおり） 

 

３ 改正条例文及び新旧対照表 

 別紙資料 3のとおり 

 

４ 今後のスケジュール 

 9月   条例改正 

 11月   予約受付開始 

 平成 30年 2月 西南生涯学習センター開館 

 

５ 参考資料 

 資料１   西南生涯学習センター施設使用料（案） 

 資料２  西南生涯学習センター2階ギャラリーについて 

 資料 3-1 生涯学習センター条例改正文（案） 

 資料 3-2 同 新旧対照表 



西南生涯学習センター施設使用料（案）

5/30案 今回の案 午前 午後・夜間 全日
参考①
（全日）

参考②
（全日）

参考③
（全日）

2 ギャラリーA 21 － 展示 展示用パネル、ショーケース
東学センギャラリー
ライフプラザギャラリー

- 100 310 410 1,130

2 ギャラリーＢ 24 12 展示（会議） 長机、椅子
東学センほかギャラリー
（中央・東会議室）

100 100 310 410 1,130
市民活動
センター
小会議室
1,130

2 和室 30 18 会議邦楽練習 （土足禁止）
中央・東和室
西南図和室
グリーンホール和室

150 150 460 620 1,700
中央・東
和室
3,390

西南図和
室1
2,260

東茶室
1,700

3
会議室1・2
【2室】

41 20 会議 中央・東会議室
西南図会議室

150 150 460 620 1,700
中央・東
会議室
1,700

西南図会
議室
2,260

2 料理実習室 65 30 料理実習会議
キッチンセット 中央・東料理実習室 150 300 930 1,230 3,390

中央料理
実習室
3,390

3 活動室 65 25 体操演劇練習 （土足禁止）鏡
中央美術室
東多目的室
メイプルリハーサル室

150 300 930 1,230 3,390
中央美術
室
3,390

東多目的
室
5,090

3 アートルーム 72 30 美術工芸の制作 洗い場
中央・東美術室
中央・東工芸室

300 300 930 1,230 3,390
中央・東
美術室
3,390

中央・東
工芸室
3,390

2 大会議室 84 45 講座会議
中央・東講座室
グリーン大会議室
西南図大会議室

300 300 930 1,230 3,390
中央・東
講座室
3,390

西南図大
会議室
5,660

1 音楽室 73 30 音楽練習 防音機能、アップライトピアノ
中央音楽室大
東多目的室
文センスタジオ１

300 400 1,230 1,640 4,510
中央音楽
室大
5,090

文センス
タジオ1
4,320
（12時間）

1 ホール 132 100
集会
ダンス
コンサート

防音機能、アンプ、スポットラ
イト、移動式ステージ
（グランドピアノ）

文セン大会議室
メイプル小ホール
東学センホール

450 750 2,310 3,090 8,490
東学セン
ホール
8,490

メイプルリ
ハーサル
室
11,330

文セン大
会議室
13,530

使用料合計（全日全区分） 33,920 円

資料１

1時間あたり使用料の比較 施設使用料（案）

階 室名
面積
（㎡）

定員
（予定）

主な機能 設備、備品
市内類似施設
（機能及び規模）



 

1 

西南生涯学習センター ２階ギャラリーについて 

１ 配置及び備品 

 □ギャラリーＡ 

  床面積２１㎡ 

  天井スポットライト６基、 壁面ピクチャーレール（廊下面） 

  展示用パネル、ショーケース（W150 D55 H90cm） 

 【貸出用備品】机、椅子等 

□ギャラリーＢ 

 床面積２４㎡ 

  天井スポットライト６基、 壁面ピクチャーレール 

 （会議室用）長机、椅子 

 【貸出用備品】展示用パネル 

※２室間の壁面はスライド式の扉となっており、開放することで一体的な利

用ができる。 

 

２ 利用内容 

 ①センター主催（共催）の展示 

 ②市関係機関の展示 

 ③利用グループほか団体の展示 

 

資料２ 

ギャラリーＡ 

ギャラリーＢ 
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生
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別
表
（
第
九
条
関
係
）
中
附
属
設
備
の
項
中
「
ピ
ア
ノ
（
東
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ

ー
ル
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
ピ
ア
ノ
（
ホ
ー
ル
に
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
の
日
以
後
の
利
用
に
係
る
許
可
等
の
必
要
な
手
続
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
の
日
以
後
の
西
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
に
つ
き
、

同
日
前
に
使
用
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
箕
面
市
立
公
民
館
条
例
の
廃
止
） 

４ 

箕
面
市
立
公
民
館
条
例
（
昭
和
四
十
年
箕
面
市
条
例
第
六
号
）
は
、
平
成
三
十
年

一
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
廃
止
す
る
。 

       

（
提
案
理
由
） 

 

箕
面
市
立
西
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
伴
い
、
公
の
施
設
を
設
置
す
る
た
め
、

本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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箕面市立生涯学習センター条例新旧対照表 

新 旧 

○箕面市立生涯学習センター条例 

昭和六十一年三月二十八日 

条例第六号 

（基本理念） 

第一条 箕面市立生涯学習センター（以下

「センター」という。）は、社会教育法

（昭和二十四年法律第二百七号）第二十条

に規定する公民館の精神を尊重するととも

に、生涯学習その他市民の文化活動を保障

する事業の実施を図り、もって市民意識の

高揚と地域社会の向上発展に寄与しなけれ

ばならない。 

（設置） 

第二条 前条の基本理念に基づき、本市にセ

ンターを設置し、その名称及び位置は、次

のとおりとする。 

 

名称 位置 

箕面市立中央生
涯学習センター 

箕面市箕面五丁目
一一番二三号 

箕面市立東生涯
学習センター 

箕面市粟生間谷西
三丁目一番三号 

箕面市立西南生
涯学習センター 

箕面市瀬川三丁目
二番五号 

 

（審議会） 

第三条 センターに箕面市立生涯学習センタ

ー運営審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、センターの館長の諮問に応

じ、センターにおける各種の事業の企画実

施につき調査審議するものとする。 

（組織） 

第四条 審議会は、委員十人以内で組織す

る。 

（委員） 

第五条 審議会の委員（以下「委員」とい

う。）は、次に掲げる者のうちから箕面市 

○箕面市立生涯学習センター条例 

昭和六十一年三月二十八日 

条例第六号 

（基本理念） 

第一条 箕面市立生涯学習センター（以下

「センター」という。）は、社会教育法

（昭和二十四年法律第二百七号）第二十条

に規定する公民館の精神を尊重するととも

に、生涯学習その他市民の文化活動を保障

する事業の実施を図り、もって市民意識の

高揚と地域社会の向上発展に寄与しなけれ

ばならない。 

（設置） 

第二条 前条の基本理念に基づき、本市にセ

ンターを設置し、その名称及び位置は、次

のとおりとする。 

 

名称 位置 

箕面市立中央生
涯学習センター 

箕面市箕面五丁目
一一番二三号 

箕面市立東生涯
学習センター 

箕面市粟生間谷西
三丁目一番三号 

 

 

 

（審議会） 

第三条 センターに箕面市立生涯学習センタ

ー運営審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、センターの館長の諮問に応

じ、センターにおける各種の事業の企画実

施につき調査審議するものとする。 

（組織） 

第四条 審議会は、委員十人以内で組織す

る。 

（委員） 

第五条 審議会の委員（以下「委員」とい

う。）は、次に掲げる者のうちから箕面市 
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教育委員会（以下「委員会」という。）が

委嘱する。 

一 市内に設置された学校の教職員 

二 市内において社会教育に関する事業を

行う団体の関係者 

三 市内において家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

四 本市が設置する社会教育施設を使用す

る者 

五 学識経験者 

六 市民 

２ 委員の任期は二年とする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員会は、委員に特別の理由があると認

めるときは、委員を解任することができ

る。 

（会長等） 

第六条 審議会に会長及び副会長を置き、委

員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理す

る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あ

るときは、その職務を代理する。 

（委員の報酬等） 

第六条の二 委員の報酬及び費用弁償の支給

に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例

（昭和二十九年箕面市条例第十号）の定め

るところによる。 

（事業） 

第七条 センターは、次の事業を行う。 

一 生涯学習及び文化活動に係る事業の実

施に関すること。 

二 センターの施設の使用の許可に関する

こと。 

三 前二号に掲げるもののほか、委員会が

必要と認める事業 

教育委員会（以下「委員会」という。）が

委嘱する。 

一 市内に設置された学校の教職員 

二 市内において社会教育に関する事業を

行う団体の関係者 

三 市内において家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

四 本市が設置する社会教育施設を使用す

る者 

五 学識経験者 

六 市民 

２ 委員の任期は二年とする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員会は、委員に特別の理由があると認

めるときは、委員を解任することができ

る。 

（会長等） 

第六条 審議会に会長及び副会長を置き、委

員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理す

る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あ

るときは、その職務を代理する。 

（委員の報酬等） 

第六条の二 委員の報酬及び費用弁償の支給

に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例

（昭和二十九年箕面市条例第十号）の定め

るところによる。 

（事業） 

第七条 センターは、次の事業を行う。 

一 生涯学習及び文化活動に係る事業の実

施に関すること。 

二 センターの施設の使用の許可に関する

こと。 

三 前二号に掲げるもののほか、委員会が

必要と認める事業 
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（使用の許可） 

第八条 センターを使用しようとする者は、

委員会の許可を受けなければならない。 

２ 委員会は、使用を許可する場合において

必要があると認めるときは、条件を付すこ

とができる。 

（使用料） 

第九条 使用の許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第十条 委員会は、特別の事由があると認め

るときは、使用料を減免することができ

る。 

（使用料の還付） 

第十一条 既納の使用料は還付しない。ただ

し、委員会が特別の事由があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（使用の許可の制限） 

第十二条 次の各号のいずれかに該当すると

きは、使用を許可しない。 

一 公益を害するおそれがあるとき。 

二 管理上支障があるとき。 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成三年法律第七十七号）

第二条第二号に規定する暴力団の利益に

なるとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、委員会が

不適当と認めるとき。 

（使用の期間の制限） 

第十三条 センターは、引き続き五日以上使

用することができない。ただし、センター

の管理上支障がないとき又は委員会が必要

と認めるときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第十四条 委員会は、管理上必要があると認 

（使用の許可） 

第八条 センターを使用しようとする者は、

委員会の許可を受けなければならない。 

２ 委員会は、使用を許可する場合において

必要があると認めるときは、条件を付すこ

とができる。 

（使用料） 

第九条 使用の許可を受けた者（以下「使用

者」という。）は、別表に定める使用料を

納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第十条 委員会は、特別の事由があると認め

るときは、使用料を減免することができ

る。 

（使用料の還付） 

第十一条 既納の使用料は還付しない。ただ

し、委員会が特別の事由があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（使用の許可の制限） 

第十二条 次の各号のいずれかに該当すると

きは、使用を許可しない。 

一 公益を害するおそれがあるとき。 

二 管理上支障があるとき。 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成三年法律第七十七号）

第二条第二号に規定する暴力団の利益に

なるとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、委員会が

不適当と認めるとき。 

（使用の期間の制限） 

第十三条 センターは、引き続き五日以上使

用することができない。ただし、センター

の管理上支障がないとき又は委員会が必要

と認めるときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第十四条 委員会は、管理上必要があると認 
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めるときは、入館を断り、又は退館を命ず

ることができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第十五条 委員会は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の許可を取り消し、

又は停止し、若しくは制限することができ

る。 

一 この条例の規定に違反し、又はこの条

例の規定に基づく指示に従わないとき。 

二 第十二条各号に定める事由が発生した

とき。 

三 災害による緊急事態が発生したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、委員会が

必要と認めるとき。 

２ 委員会は、前項の規定により使用者が損

害を受けた場合は、その責を負わない。 

（意見の聴取） 

第十六条 委員会は、必要があると認めると

きは、第十二条第三号に該当する事由（前

条第一項第二号に該当する事由を含む。）

の有無について、箕面警察署長の意見を聴

くことができる。 

（損害の賠償） 

第十七条 使用者が施設等を破損又は滅失し

たときは、委員会の指示するところに従

い、これを原状に復し、又はその損害を賠

償しなければならない。 

（職員） 

第十八条 センターに、館長その他必要な職

員を置く。 

（委任） 

第十九条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、箕面市

教育委員会規則で定める。 

附 則（平成二十九年条例第●●号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成三十年二月一日から施

めるときは、入館を断り、又は退館を命ず

ることができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第十五条 委員会は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用の許可を取り消し、

又は停止し、若しくは制限することができ

る。 

一 この条例の規定に違反し、又はこの条

例の規定に基づく指示に従わないとき。 

二 第十二条各号に定める事由が発生した

とき。 

三 災害による緊急事態が発生したとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、委員会が

必要と認めるとき。 

２ 委員会は、前項の規定により使用者が損

害を受けた場合は、その責を負わない。 

（意見の聴取） 

第十六条 委員会は、必要があると認めると

きは、第十二条第三号に該当する事由（前

条第一項第二号に該当する事由を含む。）

の有無について、箕面警察署長の意見を聴

くことができる。 

（損害の賠償） 

第十七条 使用者が施設等を破損又は滅失し

たときは、委員会の指示するところに従

い、これを原状に復し、又はその損害を賠

償しなければならない。 

（職員） 

第十八条 センターに、館長その他必要な職

員を置く。 

（委任） 

第十九条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、箕面市

教育委員会規則で定める。 
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行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の箕面市立生涯学

習センター条例の規定は、この条例の施行

の日以後の利用から適用し、同日前の利用

については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 第一項に規定する施行の日以後の利用に

係る許可等の必要な手続は、この条例の施

行前においても行うことができる。 

４ 第一項に規定する施行の日以後の西南生

涯学習センター使用につき、同日前に使用

料を納付する場合における当該使用料につ

いては、この条例の施行前においてもこの

条例の規定を適用する。 

（箕面市立公民館条例の廃止） 

５ 箕面市立公民館条例（昭和四十年箕面市

条例第六号）は、平成三十年一月三十一日

をもってこれを廃止する。 



 

資料３－２ 

別表（第九条関係） 

 

区分 収
容
人
員 

単位使用時間帯使用料 

午
前 

午
後 

夜
間 

昼
間 

昼
夜
間 

全
日 

箕
面
市
立
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

和
室 

人 
三
〇 

円 
九
三
〇 

円 
一
、
二
三
〇 

円 
一
、
二
三
〇 

円 
二
、
一
六
〇 

円 
二
、
四
六
〇 

円 
三
、
三
九
〇 

工
芸
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

料
理
実
習
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

音
楽
室
大 

五
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

音
楽
室
小 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

録
音
室 

三 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

美
術
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

講
義
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

講
座
室 

四
二 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

別表（第九条関係） 

 

区分 収
容
人
員 

単位使用時間帯使用料 

午
前 

午
後 

夜
間 

昼
間 

昼
夜
間 

全
日 

箕
面
市
立
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

和
室 

人 

三
〇 

円 

九
三
〇 

円 

一
、
二
三
〇 

円 

一
、
二
三
〇 

円 

二
、
一
六
〇 

円 

二
、
四
六
〇 

円 

三
、
三
九
〇 

工
芸
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

料
理
実
習
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

音
楽
室
大 

五
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

音
楽
室
小 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

録
音
室 

三 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

美
術
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

講
義
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

講
座
室 

四
二 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 
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第
一
会
議
室 

一
八 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

第
二
会
議
室 

一
八 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

茶
室
一 

一
五 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

茶
室
二 

二
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

箕
面
市
立
東
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

和
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

工
芸
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

料
理
実
習
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

美
術
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

ホ
ー
ル 

二
五
〇 

二
、
三
一
〇 

三
、
〇
九
〇 

三
、
〇
九
〇 

五
、
四
〇
〇 

六
、
一
八
〇 

八
、
四
九
〇 

第
一
会
議
室 

一
八 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

第
二
会
議
室 

一
八 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

茶
室
一 

一
五 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

茶
室
二 

二
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

箕
面
市
立
東
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

和
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

工
芸
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

料
理
実
習
室 

三
六 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

美
術
室 

三
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

ホ
ー
ル 

二
五
〇 

二
、
三
一
〇 

三
、
〇
九
〇 

三
、
〇
九
〇 

五
、
四
〇
〇 

六
、
一
八
〇 

八
、
四
九
〇 
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講
座
室 

六
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

第
一
会
議
室 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

第
二
会
議
室 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

茶
室 

五 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

多
目
的
室 

五
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
一 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
二 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
一 

― ― ― ― ― ― 一
、
〇
三
〇 

講
座
室 

六
〇 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

第
一
会
議
室 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

第
二
会
議
室 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

茶
室 

五 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

多
目
的
室 

五
〇 

一
、
三
九
〇 

一
、
八
五
〇 

一
、
八
五
〇 

三
、
二
四
〇 

三
、
七
〇
〇 

五
、
〇
九
〇 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
一 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

音
楽
ス
タ
ジ
オ
二 

七 四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

プ
レ
イ
ル
ー
ム 

三
〇 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
一 

― ― ― ― ― ― 一
、
〇
三
〇 
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ギ
ャ
ラ
リ
ー
二 

― ― ― ― ― ― 一
、
〇
三
〇 

西
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

音
楽
室 

三
○ 

一
、
二
三
〇 

一
、
六
四
〇 

一
、
六
四
〇 

二
、
八
七
〇 

三
、
二
八
〇 

四
、
五
一
〇 

ホ
ー
ル 

一
○
○  

二
、
三
一
〇 

三
、
○
九
〇 

三
、
○
九
〇 

五
、
四
○
〇 

六
、
一
八
〇 

八
、
四
九
〇 

大
会
議
室 

四
五 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

料
理
実
習
室 

三
○  

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

和
室 

一
八 

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
○
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
○
〇 

ア
ー
ト
ル
ー
ム 

三
○ 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

会
議
室 

二
○  

四
六
〇 

六
二
〇 

六
二
〇 

一
、
〇
八
〇 

一
、
二
四
〇 

一
、
七
〇
〇 

活
動
室 

二
五 

九
三
〇 

一
、
二
三
〇 

一
、
二
三
〇 

二
、
一
六
〇 

二
、
四
六
〇 

三
、
三
九
〇 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ａ 

－  三
一
〇 

四
一
〇 

四
一
〇 

七
二
○ 

八
二
〇 

一
、
一
三
〇 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
二 

― ― ― ― ― ― 一
、
〇
三
〇 

附
属
設
備 

ピ
ア
ノ
（
東
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

― 一回につき 一、〇三〇
円 

陶
芸
窯 

― 一回につき 二、〇六〇
円 

 

 



 

資料３－２ 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｂ 

一
二  

三
一
〇 

四
一
〇 

四
一
〇 

七
二
○ 

八
二
〇 

一
、
一
三
〇 

附
属
設
備 

ピ
ア
ノ
（
ホ
ー
ル
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

― 一回につき 一、〇三〇
円 

陶
芸
窯 

― 一回につき 二、〇六〇
円 

 



 

資料３－２ 

備考 

1 市民（市内に居住し、在職し、若し

くは在学する個人又は市内に所在する

団体をいう。以下同じ。）が営利目的

で使用する場合の使用料は、この表に

定める使用料の額に百分の二百を乗じ

て得た額とする。 

２ 市民以外の者が非営利目的で使用す

る場合の使用料は、この表に定める使

用料の額に百分の三百を乗じて得た額

とし、営利目的で使用する場合の使用

料は、この表に定める使用料の額に百

分の六百を乗じて得た額とする。 

３ この表中「午前」とは午前九時から

正午まで、「午後」とは午後一時から

午後五時まで、「夜間」とは午後六時

から午後十時まで、「昼間」とは午前

九時から午後五時まで、「昼夜間」と

は午後一時から午後十時まで、「全

日」とは午前九時から午後十時までの

時間帯とする。 

４ 単位使用時間帯に満たない使用時間

の端数は、当該単位使用時間帯として

計算する。 

５ 附属設備の使用料は、午前・午後・

夜間の区分をもってそれぞれ一回とし

て算出する。 

備考 

1 市民（市内に居住し、在職し、若し

くは在学する個人又は市内に所在する

団体をいう。以下同じ。）が営利目的

で使用する場合の使用料は、この表に

定める使用料の額に百分の二百を乗じ

て得た額とする。 

２ 市民以外の者が非営利目的で使用す

る場合の使用料は、この表に定める使

用料の額に百分の三百を乗じて得た額

とし、営利目的で使用する場合の使用

料は、この表に定める使用料の額に百

分の六百を乗じて得た額とする。 

３ この表中「午前」とは午前九時から

正午まで、「午後」とは午後一時から

午後五時まで、「夜間」とは午後六時

から午後十時まで、「昼間」とは午前

九時から午後五時まで、「昼夜間」と

は午後一時から午後十時まで、「全

日」とは午前九時から午後十時までの

時間帯とする。 

４ 単位使用時間帯に満たない使用時間

の端数は、当該単位使用時間帯として

計算する。 

５ 附属設備の使用料は、午前・午後・

夜間の区分をもってそれぞれ一回とし

て算出する。 

 


